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本 日は お 忙 しい 中 ま たお 寒 い 中ご 出 席 いた だ き ，ま こ と に

ありがとうございます。それでは，「第４４回宇都宮市都市計

画審議会」を開会いたします。 

開 会に 先 立 ちま し て ，本 日 の 会議 資 料 につ い て 確認 さ せ て

いただき ます。資 料につき ましては 事前にお 届けして おり ま

す「第４４回審議会会議次第」，資料１「地域別構想（素案）」

でございます。 

ま た， 本 日 お席 に 配 布し て ご ざい ま す のは ， 参 考資 料 「 地

域別構想の概要」でございます。以上の３点でございますが，

不足して いる資料 がありま したら， 事務局の 方にお知 らせ 下

さい。 

よろしいでしょうか。 

そ れで は ， あら た め まし て 「 第４ ４ 回 宇都 宮 市 都市 計 画 審

議会」を開会いたします。  

進 行に あ た りま し て は， 森 本 会長 に お 願い し た いと 思 い ま

す。それでは森本会長，進行をよろしくお願いいたします。 

 

それでは只今より，「第４４回宇都宮市都市計画審議会」を

開会いた します。 開会にあ たりまし て，一言 ご挨拶申 し上 げ

ます。 

年 末の 大 変 お忙 し い 時期 に お 集ま り い ただ き ， 大変 あ り が

とうござ います。 国の方で も今後の 都市計画 マスター プラ ン

のあり方 について 議論が行 われてい る最中で すが，大 きな 方

針としましては，「エコ・コンパクトシティ」と呼ばれる新し

い言葉が出てきている次第でございます。「エコ・コンパクト

シティ」 とは，拠 点を整備 し集約し その中に 社会資本 を集 中

的に投下 すること で，周辺 環境を守 りながら ，環境に やさ し

いまちづ くりを行 っていく ものであ り，我々 が全体構 想で 掲

げました 「ネット ワーク型 コンパク トシティ 」と同じ 概念 で

ございま す。そう いった意 味では， 国が進め ようとし てい ま

す方針と 我々がこ れから議 論させて いただき ますとこ ろが ，

まったく同じ方向に向かっていると感じております。  

短 い時 間 で はあ り ま すけ れ ど も， 本 日 も活 発 な 議論 を し て

いただけますよう，よろしくお願いします。  
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そ れで は ， 本会 の 成 立に つ い て事 務 局 から ご 報 告を お 願 い

します。  

 

本日の 会 議です が ，現在 出 席委員 は １６名 で ござい ま す。

これは， 当審議会 条例第６ 条にござ います「 審議会は 委員 の

過半数を もって開 催する」 旨を満た しており ますので ，会 議

の成立を ご報告い たします 。また， 傍聴者は ２名でご ざい ま

す。 

 

事務局より，会議の成立について報告がありました。  

それで は ，皆様 の 様々な 見 地から ご 意見を い ただき ， 効率

的に会議 を進めて いきたい と思いま すので， よろしく お願 い

いたします。 

 

会議の次第に従い会議を進めてまいります。  

ま ず ， 当 審 議 会 条 例 の 施 行 規 則 第 ３ 条 に 基 づ き ま し て ， 本 日

の 会 議 の 議 事 録 署 名 委 員 と い た し ま し て ， 小 野 口 睦 子 委 員 と 森

賢 一 郎 委 員 の 両 名 を 指 名 い た し ま す 。 よ ろ し く お 願 い い た し ま

す。  

それでは，議事に入ります。 

まず， 審 議の公 開 につい て の確認 で すが， 本 審議は 公 開と

いたしま す。傍聴 の方は， お手元の 傍聴要領 をお守り いた だ

きますよう，よろしくお願いいたします。 

今回の議題につきましては，平成２０年９月１９日付， 宮

都第３４ ２号にて ，市長か ら諮問が なされて おります 。内 容

につきま しては， 議案第１ 号「都市 計画に関 する基本 的な 方

針」とい たしまし て，「（仮称）第２ 次宇都宮 都市計画 マスタ

ープラン」について，継続の審議でございます。 

本議案 に つきま し ては， 第 ４３回 の 審議会 で 行われ ま した

地 域 別 構 想 の 継 続 審 議 で ご ざ い ま す 。 特 に 地 域 別 構 想 の 内 ，

「地域整 備の主要 方針」を 第４３回 の審議会 で議論を 行い ま

したので，今回は「分野別の整備方針」，「地域整備の方針図」

が整理さ れ，地域 別構想 (素案 )が作成され ，まとめ が行われ

ました。  
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このこ と につき ま して， 審 議を行 っ ていき た いと思 っ てお

ります。  

事務局 の 意向で す けれど も ，今回 の 審議と 次 回の審 議 をも

ちまして，「地域別構想の素案」を確定し，その後パブリック

コ メ ン ト の た め の 公 表 と い う 形 で 進 め て い き た い と 思 い ま

す。その ため本日 が実質的 な審議の 場となり ます。皆 様の 活

発なご議論の場となるよう，ご協力よろしくお願いします。 

では， 議 案第１ 号 「都市 計 画に関 す る基本 的 な方針 」 につ

きまして，事務局より説明をお願いします。  

 

それで は ，議案 第 １号「 都 市計画 に 関する 基 本的な 方 針」

といたし まして，「（仮称）第２次 宇都宮都 市計画マ スタープ

ラン」地域別構想 (素案 ) につきまして，ご説明させていただ

きます。  

 前回の 第４３回 の審議会 におきま して，都 市計画マ スタ ー

プランの 地域別構 想内の「 現状と課 題」，「地域整備の 将来の

イメージ 」，「地域整備の主 要方針」 について ，ご説明 させて

いただいた次第でございます。 

 今回は ，具体的 な施策と なる「分 野別の地 域整備方 針」 を

とりまとめましたので，本審議会に地域別構想(素案 )として，

ご説明させていただくものです。 

説明にあたりましては，資料１「地域別構想（素案）」と「地

域別構想の概要」を参考として添付しておりますので，「地域

別構想の概要」を中心にご説明させていただきます。  

 また， 説明に入 ります前 に，資料 １につき まして， 前回 の

審議会の 資料から ，構成の 変更を若 干行って いますの で， 北

西部地域を例にご説明いたします。  

 それで は，資料 １の２ペ ージをご 覧くださ い。冒頭 に地 域

の位置， 人口の推 移，土地 利用につ いての基 礎的なデ ータ を

追加して おります 。他の地 区につき ましても ，同様な 構成 を

とっております。  

 次に， ４ページ をご覧く ださい。 中段にあ ります「 分野 別

の地域整 備方針」 ですけれ ども，本 日はこの 部分の記 載に つ

きまして，ご説明させていただくものでございます。  
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 「分野 別の地域 整備方針 」の構成 につきま しては， 初め に

(１ )とし まして，「土地利用の方針」，商業地や住宅地あるい

は農用地 や森林な ど，地域 の特徴の ある土地 利用の方 針を 記

載しております。  

また，(２ )から (４ )につきましては，「交通体系」，「緑のネ

ットワー ク」，「その他のま ちづくり 」として ，地域に おいて

展開する 道路整備 ，公共交 通の拡充 ，自然環 境の保全 ある い

は再開発 事業や区 画整理事 業の他に 景観形成 などにつ きま し

て，順に記載をしたところでございます。 

 ６ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 こ ち ら で は 記 載 事 項 を ま と め ，

「地域整 備の方針 図」とし まして表 示いたし ました。 各地 域

とも同様の構成をとっております。  

 それで は，各地 域の説明 に移らせ ていただ きます。 Ａ３ 版

の参考資 料の方を ご覧くだ さい。説 明にあた りまして は， 資

料１にあ ります「 地域整備 の方針図 」と照ら し合わせ てご 覧

いただければと思います。  

 まず， 篠井・富 屋・城山 ・国本地 区で構成 されます 北西 部

地域です が，資料 １では２ ページか ら，方針 図につき まし て

は６ページとなります。 

 本地域 の拠点と いたしま しては， 観光・交 流拠点と して 大

谷公園周 辺を，ま た産業・ 流通準拠 点といた しまして ，宇 都

宮インターチェンジ周辺を位置付けております。 

 また広 域的な軸 となる広 域連携交 流軸とい たしまし て， 東

北自動車 道，日光 宇都宮道 路を，地 域連携交 流軸とい たし ま

して，大 谷街道， 日光街道 などを位 置付けた 次第でご ざい ま

す。 

 次に地 域整備の イメージ ですが， 豊な自然 環境に恵 まれ た

ふれあい・交流空間づくりとして，「地域整備の主要方針」と

しまして は，大谷 公園周辺 での観光 ・交流拠 点の形成 ，宇 都

宮インタ ーチェン ジ周辺の 産業・流 通機能の 誘導，自 然環 境

や景観の 保全ある いは活用 ，定住環 境の維持 と言った もの を

「地域整備の主要方針」とする考えがございます。 

 次に， 具体的な 施策とな る地域の 「主な分 野別の方 針」 で

ございま すけれど も，土地 利用の分 野におき ましては ，農 地
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の保全， 集落地の 定住環境 の維持， また宇都 宮インタ ーチ ェ

ンジ周辺 の計画的 な土地利 用などを 掲げたと ころでご ざい ま

す。 

 交通体 系，緑の ネットワ ークの分 野につき ましては ，道 路

整備やス マートイ ンターチ ェンジ設 置検討， 地域内交 通の 導

入検討， 緑や景観 の保全， また大谷 地区の総 合的な振 興策 な

どについて取り組んで行きたいと考えております。 

 次に， 本庁・宝 木・豊郷 地区で構 成されま す中央地 域で す

が，資料 １では７ ページか ら，方針 図につき ましては １２ ペ

ージ，１３ページとなります。 

 本地域 の拠点・ 軸といた しまして ，本市都 市構想の 核と な

ります都 心拠点と して中心 市街地を ，産業・ 流通拠点 とし て

宇都宮工業団地を位置づけたところです。 

 また広 域連携交 流軸とし ましては 東北新幹 線を，地 域連 携

交流軸と しまして は，ＪＲ 宇都宮線 ，日光線 ，東武宇 都宮 線

の他に， 東西基幹 公共交通 ，都心環 状線，内 環状線を 位置 付

けてございます。  

 次に地 域整備の イメージ としては ，風格・ 魅力と高 次な 都

市機能を備えた賑わいのあるまちづくりといたしまして，「地

域整備の 主要方針 」につき ましては ，中心市 街地の賑 わい と

回遊空間 づくり， ＪＲ宇都 宮駅周辺 の交通結 節機能の 向上 と

広域交流 拠点の形 成，また 都心居住 の推進な ど本市の まち づ

くりの核 となる都 心拠点の 強化を始 めとした ４つを， 主要 な

整備方針とする考えでございます。  

 具体的 な施策で すが，地 域の「主 な分野別 の方針」 とい た

しまして は，交通 体系，緑 のネット ワーク， 市街地整 備の 分

野では， 道路の整 備，公共 交通の利 用促進， 基幹公共 交通 の

導入の他 に，中心 市街地の 緑化，再 開発事業 や区画整 理事 業

の推進， 中心商店 街の魅力 の向上， あるいは 都心居住 の促 進

などについて，取り組んでいく考えでございます。 

 次に， 清原・平 石・瑞穂 野地区で 構成され ます東部 地域 で

すが，資 料１では １４ペー ジから， 方針図に つきまし ては １

８ページとなります。 

 本地域 の拠点・ 軸といた しまして は，地域 交流拠点 とし て
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テクノポ リスセン ター地区 を，産業 ・流通拠 点として 同じ く

テクノポ リスセン ター地区 と清原工 業団地な どを位置 付け て

ございます。 

 地域連 携交流軸 といたし ましては ，東西基 幹公共交 通の 他

に，宇都宮環状道路などを位置付けたところでございます。 

 清流軸といたしましては，鬼怒川を位置付けております。 

 次に， 地域整備 のイメー ジとして は，自然 ・水・産 業が 共

存した活力と魅力あふれる都市環境づくりとしております。 

 「地域 整備の主 要方針」 につきま しては， テクノポ リス セ

ンター地区における良好な新市街地の形成，産業拠点の形成，

交通ネッ トワーク の強化， 鬼怒川と 周辺自然 環境の保 全， あ

る い は 活 用 の 以 上 の ４ つ を 主 要 方 針 と す る 考 え で ご ざ い ま

す。 

 具体的 な施策と なる地域 の主な分 野別の方 針につき まし て

は，土地 利用の分 野ではテ クノポリ スセンタ ー地区の 商業 ・

業務・住 宅といっ たものの 適正な立 地誘導， 工業団地 の生 産

環境の維 持，また 交通体系 ，緑のネ ットワー クにおき まし て

は，道路 整備や基 幹公共交 通の導入 ，地域内 交通の維 持・ 充

実，鬼怒 川の保全 あるいは 活用，区 画整理事 業の推進 につ い

て，取り組んでいく考えでございます。 

 次に， 姿川・陽 南・横川 ・雀宮地 区で構成 されます 南部 地

域ですが ，資料１ では１９ ページか ら，方針 図につき まし て

は２３ページとなります。  

 本地域 の拠点・ 軸といた しまして は，地域 交流拠点 とし て

雀宮駅周 辺地区を ，また産 業・流通 拠点とし て，イン ター パ

ーク地区を位置付けたところでございます。  

 地域連携交流軸といたしましては，ＪＲ宇都宮線，日光線，

東武宇都 宮線の他 ，宇都宮 環状道路 や栃木街 道などを 位置 付

けてございます。  

 次に， 地域整備 のイメー ジにつき ましては ，ひと・ もの が

交流し， 多様な地 域環境を 形成する 市街地づ くりとし てお り

ます。 

 「地域整備の主要方針」ですが，雀宮駅の拠点機能の強化，

駅周辺・ 東武宇都 宮線沿線 での生活 関連機能 の充実， イン タ
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ーパーク 地区にお ける新市 街地の形 成，競馬 場跡地を 活用 し

たレクリ エーショ ン拠点の 形成の以 上の４つ を主要方 針と す

る考えでございます。 

 具体的 な施策と なる地域 の「主な 分野別の 方針」に つき ま

しては， 土地利用 の分野で は雀宮駅 周辺等で の日常生 活を 支

える商業 地の形成 ，インタ ーパーク 地区の商 業地の配 置， ま

た交通体 系や緑の ネットワ ークにお きまして は，道路 整備 ，

雀宮駅の 交通結節 機能の向 上といっ たものの 他に，鶴 田沼 緑

地の保全 ・整備， 競馬場跡 地の整備 促進，区 画整理事 業等 の

推進などについて，取り組んでいく考えでございます。 

 最後に ，上河内 ・河内地 区で構成 されます 北東部地 域で あ

りますが ，資料１ では２４ ページか ら，方針 図につき まし て

は２８ページとなります。  

本地域 の 拠点・ 軸 といた し まして は ，地域 交 流拠点 と して

岡本駅周 辺地区及 び上河内 中里周辺 地区を位 置付けて ござ い

ます。ま た産業・ 流通拠点 としまし て，河内 工業団地 など を

位置付けております。 

地域連 携 交流軸 と いたし ま しては ， ＪＲ宇 都 宮線， 田 原街

道などを位置付けております。 

清流軸 と いたし ま しては ， 鬼怒川 を 位置付 け たとこ ろ でご

ざいます。 

次に， 地 域整備 の イメー ジ ですが ， 身近な 田 園と共 生 する

う る お い の 空 間 と ゆ と り あ る 生 活 環 境 づ く り と し て お り ま

す。 

「地域 整 備の主 要 方針」 で すが， 岡 本駅の 交 通結節 機 能の

充実，駅 周辺での 良好な居 住環境の 形成，ま た中里原 地区 の

都市基盤 整備と居 住環境の 形成，産 業あるい は観光な どの 機

能導入に よる地域 の活性化 の以上の ４つを主 要方針と する 考

えでございます。  

具体的 な 施策と な る地域 の 主な分 野 別の方 針 ですが ， 土地

利用の分 野では岡 本駅周辺 の日常生 活を支え る商業地 ・住 宅

地の形成 ，上河内 中里周辺 の生活利 便施設の 立地誘導 ，農 業

地，森林 等の保全 ，また交 通体系や 緑のネッ トワーク にお き

ましては ，岡本駅 の交通結 節機能の 充実，河 内総合運 動公 園
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などのレ クリエー ション拠 点の形成 ，区画整 理事業の 推進 や

白沢宿な どの景観 の形成な どについ て取り組 んでいく 考え で

ございます。 

以上，簡単ではございますが，５つの地域の地域別構想 (素

案 )の説明を終わらせていただきます。 

ご審議のほど，よろしくお願いします。 

 

事務局からの説明が終わりました。  

それで は 審議の 方 に移り た いと思 い ます。 ご 意見， ご 質問

がございましたら，発言をお願いします。 

 

資 料 １ の ２ ペ ー ジ 以 降 に 人 口 の 推 移 が 示 さ れ て お り ま す

が，今回 の都市計 画マスタ ープラン の期間内 において ，高 齢

者が増え るなど， 各地域の 人口構成 が変化し ていくわ けで ，

各地域ま た市全体 が今後ど のような 姿になっ ていきそ うな の

か，図などで表現できないでしょうか。 

  

 全体構 想の中で ，今後メ リハリの 部分を示 していか ない と

いけない と考えて おります 。地域別 構想の中 でメリハ リを 表

現しづら い部分も ございま す。ただ 地域別構 想ですの で， 地

域の姿が 実状にな るような 高齢者を 含めた人 口構成な ど， メ

リハリが わかるよ うな書き 方，表現 となるよ う工夫い たし ま

す。 

 

全体構 想 のなか で 「ネッ ト ワーク 型 コンパ ク トシテ ィ 」と

して位置 付け，そ れぞれ中 心部を取 り囲むよ うに各拠 点を 配

置してい くという 位置付け がありな がら，地 域別構想 の中 で

はネットワークと対応していないと感じます。「ネットワーク

型コンパ クトシテ ィ」を目 指すなら ，拠点， 拠点に対 応し た

地域別構 想に分け ていかな いといけ ないと思 いますが ，い か

がでしょうか。 

   

拠点の配置につきましては，これまでの都市づくりの成り

立ちを尊重した形で，拠点を配置している次第でございます。
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その中で特に宇都宮市の中心である，中心市街地との連携を

図りながら，その地域にふさわしい拠点の形成を行なうとい

う，基本的な理念に基づきまして，整理を行なった次第でご

ざいます。 

 

５つの地域区分がありますが，それぞれに１つの核を設け

るというものではなく，その地域の中に２つ３つ核がある地

域もあれば，そうでないところもございます。全市的な観点

から「ネットワーク型コンパクトシティ」を描こうとしてい

るということだと思います。 

 

そうしますと，全体構想と地域別構想の関係が良くわから

なくなってしまうのではないでしょうか。４つの拠点をつく

り，それぞれその拠点を中心に都市計画を考えていこうと，

一方でしていながら，地域別構想のそれとは対応していない。

それでは，何のために地域別構想をつくろうとしているので

しょうか。 

 

４つの拠点をつくったという事ではなく，５つの地域に分

け，その拠点を示しているという位置付けになると思うので

すが，地域の設定について説明していただけますでしょうか。

 

北西部，中央，東部，南部，北東部と分けましたのは，合

併以前の旧村単位で分けた次第でございます。「ネットワーク

型コンパクトシティ」とその地域分けが，どのように関わっ

てくるのかと申しますと，中心部に大きな都心拠点，周辺に

地域の交流拠点としまして，テクノポリスセンター地区や雀

宮駅周辺地区，岡本駅周辺地区，中里原周辺地区と位置づけ，

それ以外にも観光・交流拠点や産業・流通拠点と位置付けま

して，それが第５次宇都宮総合計画とも同じ地域設定となっ

ていますので，それらを各地域に落とした際に，どのような

拠点や施策がその場所に含まれているのかを今回このような

参考資料等でお示しをさせていただいた次第でございます。 
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一木委員のご指摘も，初見の方にとって，わかりにくいと

いうものですので，例えばどこが核や拠点になっているのか，

出来るだけ図示できるよう検討いただき，全体構想と地域別

区分が，描かれているような図面を事務局の方で作成し，説

明していただいた方がよろしいかと思うのですが，いかがで

しょうか。 

 

 抽象的に考えれば大きな市ですから，地域別構想を作成し，

地域から 政策なり 課題を書 くのはわ かるので すが，や はり な

んのため に全体構 想と地域 別構想に 分けるの かが理解 でき な

いのですが，いかがでしょうか。 

 

 これは 次回まで の宿題と いうこと で，その 辺がわか りや す

くなるよ うな説明 を加えて いただく というこ とで，よ ろし い

でしょうか。 

 

 北西部 につきま して，ス マートイ ンターチ ェンジの 設置 を

検討して いるよう ですが， 北東部の スマート インター チェ ン

ジの，整 備前と後 で，どの ような効 果があっ たのかを 教え て

いただけないでしょうか。  

 

 北 西 部 の ス マ ー ト イ ン タ ー チ ェ ン ジ の 設 置 に つ き ま し て

は，現在 検討中で ございま す。位置 も正確に 決まって いな い

状況です ので，ス マートイ ンターチ ェンジを 設置した 前後 で

の評価も 加えなが らの設置 になるも のと思い ます。そ れに つ

いては事業の中で，整理していければと思っております。 

 

 補足さ せていた だきます 。北東部 のスマー トインタ ーチ ェ

ンジにつ きまして は，暫定 供用であ りまして ，現在フ ルイ ン

ター化に 向け，平 成２２年 の３月を 目途にア クセス道 路の 整

備を進め ていると ころであ り，評価 のほうも 今後行っ てい く

ものと考えております。 

 

２点ほ ど 質問さ せ ていた だ きたい の ですけ れ ども， １ ０ペ
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ージの８ 行目にあ ります「 フリンジ パーキン グ」と同 じく １

０ページ の (４ )にあります 「低未利 用地」に ついて， 教えて

いただきたいと思います。  

 

 語句につきましては，最終的に説明がつくと思うのですが，

ご説明願えますか。 

 

 「フリ ンジパー キング」 とは，中 心市街地 に行く際 に， 中

心部の周 辺に車を 停めてい ただいて ，中心部 の中に流 入す る

車を抑制 する駐車 場施策で あり，中 心市街地 のまちづ くり と

連携した取り組みであります。 

 

「低未利用地」につきましては，小幡清住地区は商業と住

宅が混在している地域でございまして，本来の用途地域の観

点から申しますと土地が有効利用されていない地域です。こ

のように，その地域にふさわしい土地利用がなされていない

土地を「低未利用地」と言いまして，今後区画整理事業等を

行い，高度な土地利用を図っていきたいと考えております。 

 

市民の方にとって良くわからない語句がたくさんあります

ので，後でまとめて記述していただきたいと思います。 

 

地域別構想ということで，５地区に分けてやるのは良いこ

となのですが，各地域とも中心部への関わりは書かれている

のですが，北西部地域と南部地域など各地域の関わりは，全

体構想の中で謳われているということでよろしいのでしょう

か。 

 

 各拠点 間の連携 は，地域 を基本に 連携を強 化して行 くこ と

を全体構 想の中で 表現させ ていただ いており ます。こ の中 で

特に，道 路，公共 交通など について は，拠点 間の連携 を担 う

軸として ，現在表 現できる ものにつ いては表 現させて いた だ

いております。 
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 地域別 構想を読 ませてい ただくと ，中心部 と連携し てい く

ことは読 み取れる のですが ，各地域 間の連携 について は， 読

み取ることが出来ないのだが，いかがでしょうか。 

 

 中心部 と他の拠 点との関 係だけで なく，拠 点間の連 携も 強

化してい く考えも 持ってお りますの で，表現 できるよ う検 討

いたします。 

 

 私が理 解致しま したのは ，全体構 想は「ネ ットワー ク型 コ

ンパクト シティ」 というイ メージを 持ち，中 心市街地 と４ つ

の拠点を ネットワ ークで結 ぶという もので， ４つの拠 点と 地

域区分が 対応して いるのな らば，先 ほどの表 現で地域 ごと の

連携を表 現できる というこ とになる のだと思 うのです が， 先

ほどの話 しですと 必ずしも 「ネット ワーク型 コンパク トシ テ

ィ」の拠 点地域と 地域割り が対応し ていない というお 話し で

したので ，今の表 現だけで は中村委 員の質問 にありま した 地

域ごとの 連携とい う表現ま では，含 まれない のではな いで し

ょうか。  

 

拠点に は ，集約 拠 点とし て 商業の 拠 点，工 業 の拠点 ， 観光

の拠点と いうよう な表現が なされて おります ので，そ れら を

踏まえて議論していただければと思います。  

  

 「ネッ トワーク 型コンパ クトシテ ィ」の場 合は，中 心市 街

地と４つの地域の拠点ということでよろしいのでしょうか。 

 

 拠点の 種類は， ４つござ いますが ，それぞ れに属す る具 体

的な拠点は，それ以上にございます。 

 

それで は ，岡本 駅 周辺地 区 ，雀宮 駅 周辺地 区 などは 「 ネッ

トワーク 型コンパ クトシテ ィ」にお いて何と 言う表現 にな る

のですか。 

 

 参考資料の中の拠点・軸という項目を見ていただけますか。
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拠点と書 かれてい るのは， 観光・交 流拠点で すとか産 業・ 流

通準拠点 というよ うな表現 がなされ ておりま す。そう しま す

と，雀宮 駅周辺地 区は，南 部地域の 地域交流 拠点とい うよ う

な表現がなされています。  

 

 北西部 の大谷の 拠点や宇 都宮のイ ンターチ ェンジな どが 連

携した上 での都市 計画を考 えていく ことが， 非常に重 要だ と

思います ので，全 部を中央 にという ことでは なく，地 域間 の

連携を重 視した上 で，都市 計画マス タープラ ンを作成 して い

くことが重要だと思います。 

 

 おっしゃる通りだと思うのですが，よろしいでしょうか。 

 

 北東部 地域のこ とで，地 域の特徴 というこ とで農地 ・山 林

が大部分 という表 現がなさ れている のですが ，河内地 域に つ

きまして ，私は山 林と大き な住宅団 地が混合 している とい う

イ メ ー ジ が あ る の で す が ， 例 え ば こ れ が 地 域 の 特 徴 と し て ，

「農地・山林が大部分」と位置付けられている場合と，「山林

と住宅団地が混合している地域」と位置づけられた場合とで，

何か今後のまちづくりに影響はあるのでしょうか。 

 

 「現況 と課題」 につきま しては， その地域 の良いと ころ と

これから 改善して いかなく てはいけ ないとこ ろを抽出 して 書

かせてい ただいた 次第でご ざいます 。同じく ２５ペー ジの 地

域整備の 将来イメ ージにつ きまして ，北東部 地域は市 街地 の

周りに住 宅団地， その周辺 に優良な 田園地帯 や山並み が非 常

に豊富に あり，そ ういった ものを守 りつつ住 みやすい 環境 を

整え，今 ある地域 資源をま ちづくり に活かし ていく考 えで ご

ざいます。 

 

 地域整 備の将来 イメージ につきま しては， おっしゃ る通 り

だと思います。「現況と課題」の部分で農地・山林が大部分と

表現され ています が，場所 によって は住宅団 地の方が 多い と

いうイメ ージがあ ります。 全体とし ては農地 ・山林が 大部 分



  

 
 -15- 
 

 

 

 

事務局  

 

青木委員  

 

 

 

 

 

 

 

宇梶幹事  

 

 

 

塚原委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

宇梶幹事  

 

 

 

塚原委員  

 

 

 

という表 現がなさ れていて も，地域 整備の将 来イメー ジと は

別のものとして認識してよろしいのですね。  

 

その通りでございます。 

 

 ５つの 地域に分 け，それ ぞれの地 域の特性 と課題は 提示 さ

れていま すが，出 来れば他 の地域と の連携を 述べてい ただ き

たい。例 えば北西 部地域と 北東部地 域の連携 など，北 西部 地

域につい て書くと きは，北 東部地域 との一体 的な連携 や他 県

からの誘 導を図る など，そ の地域だ けの特徴 だけでな く， 地

域間の連 携，横の 地域との ネットワ ークも表 現してい ただ き

たい。 

 

 例えば 既存の幹 線道路な どを軸と して，他 の地区と の連 携

をしてい る地域も あります ので，拠 点間の連 携を表現 でき る

よう検討いたします。 

 

 例えば ，１２放 射状道路 を表記し たり，北 西部地域 と北 東

部地域で すと国道 ２９３号 線を表記 したり， 南部地域 です と

北関東自 動車道路 などを表 記し，具 体的に示 すことで 市民 の

方にとっ てもネッ トワーク 型だとい うことが わかりや すく な

ると思います。 

また， 中 央地域 が 「ネッ ト ワーク 型 コンパ ク トシテ ィ 」の

核となる わけです から，他 の地域と 並列なの はおかし いの で

はないでしょうか。 

 

 わかり ました。 先ほどの 質問と関 連いたし ますので ，中 心

市街地と 他の地域 の関係な どわかり やすく表 現できる よう 工

夫いたします。 

 

 北西部 地域と北 東部地域 で農地・ 山林が大 部分とい う同 じ

表現が使 用されて いますが ，人口規 模でも旧 河内町の 方が 多

く，場所 によって は優良な 住宅地が 大部分を 占める場 所も あ

りますので，表現方法を配慮していただきたいと思います。 
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 表現に つきまし ては，地 域の現状 に合わせ ，修正し よう と

思います。 

 

 今の話 について なのです が，中心 部が巨大 な核だと いう こ

とは，誰 もが理解 している ことだと 思います 。それを 特別 扱

いするよ うな表記 はいかが なもので しょうか 。私は並 列に し

て昔から の暮らし をひとま とめにし たものが ，５つの 地域 だ

と思いますので，それで良いと思います。 

また，市街化の進展に伴い，農地などが失われていくなか，

農地・山 林が大部 分という 表現は個 人的に良 いことだ と思 い

ます。 

 

 塚原委 員のご指 摘に関連 した表現 方法のこ となので すが ，

住宅団地 が多い場 所は他の 地域もあ るわけで すから， 大部 分

という表 現は過大 だと思い ますので ，もう少 し別の表 現を 検

討していただきたいと思います。 

 

 ご指摘 の「現状 と課題」 の部分に つきまし ては，地 域の 特

性がある 程度浮き 彫りにな るよう適 切な表現 にさせて いた だ

きたいと思います。 

 

 先ほど ，地域間 のネット ワークの 記述につ きまして は， 地

域 別 構 想 の 中 で 書 か れ て い な い と ご 指 摘 を さ れ て い ま し た

が，基本 的な理解 として， 全体構想 があり， これは地 域別 構

想ですの で「ネッ トワーク 型コンパ クトシテ ィ」とい った 場

合に，ネ ットワー クは軸に 値し，コ ンパクト は拠点に 値す る

と思います。ご指摘されている部分は重要だと思うのですが，

それは全 体構想の 中で議論 すべきも のだと思 います。 地域 別

構想です から，こ れだけ読 まれた方 はネット ワークが 無い と

思われて しまうか もしれま せんが， 地域別構 想は拠点 内の 記

述だけに しないと ，全体構 想と地域 別構想を 分ける意 味が 無

くなって しまうと 思います 。地域間 の連携は 全体構想 の中 で

述べられるべきだと思います。 
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 全体構 想の中で もお示し している と思うの ですが， 中心 部

と地域交 流拠点と の関係は わかりや すくなっ てくると 思い ま

す。地域 間の連携 の表現の 仕方が弱 いと思い ますので ，上 手

く表現できるようにしたいと思います。 

地域別 構 想の中 で ，重複 し てしま う 場合も あ ると思 い ます

が，皆様 からいた だいた意 見を上手 く工夫し て，全体 構想 の

中で表現 する仕方 ，また地 域別構想 の中で他 の拠点間 の連 携

の仕方に ついて， ある程度 表現でき る部分も あると思 いま す

ので，表現していきたいと思います。 

 

全国的 に も言え る ことな の ですが ， 重要な 課 題の一 つ とし

て，中心 市街地の 衰退，シ ャッター 街の増加 というよ うな 指

摘があっ て，宇都 宮市もそ のような 方向にな りつつあ るの で

はないか という不 安を市民 がもって いるので はないか と思 い

ます。従 ってこの マスター プランの 重要な柱 を，そう なら な

いために は，どの ようにす ればいい のかとい うメッセ ージ を

市民に伝 えなけれ ばならず ，それが 伝えられ ないよう な， マ

スタープ ランでは 市民の支 持を得る ことはで きないと 思い ま

すので，特徴づけや記述を工夫してもらいたい。 

 

宇都宮 市 民とし て 今，非 常 に興味 が あるの で すが， 駅 東口

の再開発 の件につ いて，資 料１の８ ページの (２ )に「地域整

備の主要 方針」と いうこと で駅周辺 の整備方 針が記載 され て

います。 私個人と して現在 ，駅東口 につきま しては， ほと ん

ど白紙に 戻ってい ると感じ ておりま す。この ことにつ きま し

て整備方針の見直しについては考えていないのでしょうか。 

 

基本的 な 考え方 に つきま し ては， 記 述した と おりで ご ざい

ます。 

 

例えば ， 駅前広 場 や交流 広 場，歩 行 者デッ キ 等の基 盤 整備

を進めて いくいと いう方針 を変更し ないとい うことで ，よ ろ

しいでしょうか。  
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基本的な部分につきましては，変更はございません。  

 

東部地 域 におけ る 道路に つ いてな の ですが ， 工業団 地 を中

心に，朝 夕慢性的 な渋滞が 発生して いると「 現状と課 題」 で

認識なさり，「分野別の地域整備方針」で交通体系の整備方針

も示され ています が，この ように「 現状と課 題」に対 応し ，

渋滞を長 期的に解 消してい くという 認識でよ ろしいの でし ょ

うか。 

 

そのような認識でお願いしたいと思います。  

 

北西部 地 域につ い てです が ，大谷 公 園周辺 地 域が観 光 ・交

流の拠点 というこ とで，こ れまで大 谷は北西 部地域の 観光 の

まちとし て発展し てきたと 思います 。現在大 谷には， いく つ

かの課題 があると 思うので すが，大 谷が観光 地として 再生 し

て行くた めに，も う少し発 展的な内 容や地域 が安全・ 安心 な

生活を送 れるよう な記述を 都市計画 マスター プランの 中に 盛

り込んでもらいたいと思います。 

 

特に大 谷 地域の 振 興につ い て全市 的 な課題 と しては 捉 えて

いるので すが，都 市計画マ スタープ ランの全 体構想や 地域 別

構想の中 で個々の 事業を事 細かに取 り上げる のではな く， 今

後このマ スタープ ランの方 針に従っ て，様々 な課題に つい て

はそれぞ れの所管 が担当し ていくも のと考え ておりま す。 安

全・安心 につきま しても， 全体構想 の中でふ れており ます の

で，その部分で対応出来ればと思っております。 

 

田川は ， 宮の橋 を 中心と し た宇都 宮 市を代 表 する河 川 だと

思います 。田川に ついての 記述が見 当たらな いのです がい か

がでしょうか。 

 

 資料１ の１０ペ ージの「 緑のネッ トワーク の方針」 の最 下

段に記述 されてお り，魅力 ある緑の ネットワ ークの形 成を 図
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っていくものと考えております。 

 

 北東部 地域にお いて，国 道４号線 という表 現がなさ れて お

りますが ，外環状 線と接続 しますの で，都市 における 大動 脈

になると 思います 。宇都宮 市ではそ の大動脈 を都市計 画と し

てどのよ うに利用 していく かを，ま た国道４ 号線にお ける 利

用状況を書くべきではないでしょうか。 

 

 説明の 中で省略 をさせて いただき ましたが ，北東部 地域 の

国道４号 線につき ましては ，地域連 携交流軸 として位 置づ け

ている次第でございます。  

 

 次回， もう一度 継続審議 をさせて いただき ますが， 次回 は

概ね素案 が出来上 がり，皆 様の了承 を得たい と考えて おり ま

すので， 修正を必 要とする 箇所など があれば ，是非ご 指摘 願

います。  

 

参考資 料 「地域 別 構想の 概 要」の 表 中に地 域 交流軸 と して

道路の名 前が記載 されてい ますが， 横のネッ トワーク は道 路

しかない と思いま すので， 出来れば 交通網と いうこと で， 国

道４号線 や国道２ ９３号線 などの連 携を表現 していた だき た

いと思います。 

 

 今回お 配りした 資料１の 方を都市 計画マス タープラ ンと し

ますので，「交通体系の整備方針」の中で，極力表現できるよ

うにするという考えでよろしいでしょうか。  

 

 言葉でなく図に表現していただきたいと思います。  

 

 全体構 想の中で ，骨格と なる部分 につきま しては， 地域 別

に表現さ せていた だいてい るのです が，各地 域の整備 方針 図

に表現出 来る部分 につきま しては， 表現して いきたい と思 い

ます。 
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 すべて を盛り込 んでしま うと，見 えにくく なってし まう の

で，その 辺の調整 を事務局 の方で検 討してい ただきた いと 思

います。  

 

皆様か ら ，いく つ かのご 意 見をい た だきま し た。出 来 る限

り，反映していただきたいと思います。 

皆様からのお話しを聞いていて，「ネットワーク型コンパク

トシティ を目指し ているの だから， もう少し ネットワ ーク と

いうとこ ろをわか るような 記述にし た方がよ ろしいの では な

いか」。 

また，関連したことなのですが，「地域間の連携をもう少し

わかりやすいようにした方がよいのではないか」，ただし，本

来ならば 全体構想 の中で示 している という位 置づけも ござ い

ますので ，地域別 構想の中 にどこま でそれを 明示でき るの か

というこ ともござ いますの で，事務 局の方と 相談しな がら ，

出来るだ け骨格や 連携とい ったもの を市民に とってわ かり や

すい形で 記述して いくよう に努力し ていくと いう認識 でよ ろ

しいでしょうか。  

 

異議なし  

 

それで は ，皆様 か らいく つ かのご 意 見をい た だいた と いう

ことで，出来るだけ対応していただくようお願いします。 

素案と し ては， 大 きなと こ ろはご 了 承いた だ いたと い うこ

とで，こ の形で決 めさせて いただき ますが， もう一度 ご確 認

いたします。この方針でよろしいでしょうか。 

 

 異議なし  

 

それで は ，大き な 方針と し ては皆 様 のご了 解 を得ら れ たと

いうこと で，会議 次第「３ ．議事」 について の審議を 終了 し

たいと思います。  

次に，会議次第「４．その他」に入ります。  

「その他」といたしまして，事務局より何かございますか。
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委員の皆様，ご審議ありがとうございました。 

ただい ま ，議長 の ほうか ら ありま し た通り ， 次回の 審 議会

につきま しては， パブリッ クコメン トに向け た審議と なり ま

す。また 改めまし て，ご連 絡させて いただき ますが， 次回 の

審議会は ，年明け の１月の 下旬から ２月の上 旬を予定 して お

ります。 その後の スケジュ ールにつ きまして は，パブ リッ ク

コメント を２月に 行ないま して，併 せて地域 別の説明 会を 予

定してお ります。 最終的な とりまと めは，３ 月の中旬 から 下

旬を予定しております。今後ともよろしくお願いします。 

 

それで は ，これ で 「第４ ４ 回宇都 宮 市都市 計 画審議 会 」を

終了いたします。  

ご協力ありがとうございました。 
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